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インフルエンザ発症時のお願い

新型インフルエンザ（疑いを含む）の流行が続き、なお一層の拡大が懸念
されています。今まではインフルエンザ罹患後再登校する際に、医師の治癒
証明書の提出をお願いしてきましたところですが、この程通知されました厚
生労働省新型インフルエンザ対策推進本部からの事務連絡、文部科学省事務
連絡「新型インフルエンザに関する対応について（第１７報）」によります
と、再登校に先立って治癒証明書を取得させる意義はないと考えられるとの
ことでした。
本校では今後医療機関の証明書に代えまして、別紙「インフルエンザ発症

経過報告書」（右側に印刷しています）を、治癒し再登校する日に生徒が持
参、提出していただく方法で対応いたしますので、保護者の皆様には、ご記
入ご提出のほどよろしくお願いいたします。

このプリントは保存していただき、お子様が万一インフルエンザに罹患し
た際に、使用していただきますようお願いいたします。
尚、「インフルエンザ発症経過報告書」は本校ホームページからも印刷で

きます。


